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1. 貨物自動車運送事業安全性評価事業「Ｗｅｂ申請システム」とは 

 

（１）安全性評価事業の申請に必要となる以下の書類を、Ｗｅｂ上で作成することができるシス

テムです。本システムを使用すると、手書きによる記入が不要となり事務手続きが簡便に

なります。 

※２０２１年度より、安全性評価申請書（１号様式）や自認書（２号様式）等、Ｇマーク

申請書類等の押印が不要となりました。 

① 申請書 

新規申請書（第１号様式） 

 

② 自認書 

安全性に対する取組の積極性 

（第２号様式） 

  

・本システムを利用するには、「インターネットを利用できる環境」と「プリンター」が必

要となります。 

・本システムは、「Microsoft Edge」「Chrome」にてご利用ください。 

・本システムは申請書を作成するシステムです。Ｗｅｂ上で申請書を作成されましたら、 

申請書類とあわせて地方実施機関で受付をしていただく必要がありますので、十分ご注意

ください。 

ご利用の前に必ずご確認ください 
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（２）「Ｗｅｂ申請システム」で作成した申請書による申請は、「申請料が無料」となります。 
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（３）申請受付期間 

   ２０２４年７月１日（月） ～ 同年７月１４日（日） 

※Ｗｅｂ申請受付期間前に申請情報を入力し、保存した場合でも、申請受付期間内にあらた

めて申請ボタンを押下する必要があります。 

 

（４）システムの稼働期間 

２０２４年６月上旬 ～ 同年７月１４日（日）まで 

 

 

2. 「Ｗｅｂ申請システム」から出力される申請書類の枚数について 

Ｗｅｂ上で作成した申請書類は、ＰＤＦデータにて出力されます。申請完了後に出力される

各書類の部数は以下の通りです。 

出 力 さ れ る 書 類 部 数 

１ 新規申請書（第１号様式） ３部 

２ 安全性に対する取組の積極性（２号様式） ３部 
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3. 「Ｗｅｂ申請システム」への入力で必要となる情報について 

（１）「申請書」を作成するにあたり、以下の内容を入力する必要があります。事前にご確認の上、

下表の記入欄にメモを残してください。 

項 目 名 記 入 欄 

●申請事業所(営業所) 

1 事業者名 ★ 

2 事業所（営業所）名 ★ 

3 事業所（営業所）の代表者役職 (                    ) 

4 事業所（営業所）の代表者氏名 (                    ) 

5 電話番号      －     －      

6 ＦＡＸ番号      －     －      

7 郵便番号 ★〒     －         

8 事業所（営業所）所在地 ★ 

9 連絡担当者の役職 (                    ) 

10 連絡担当者の氏名 (                    ) 

11 全従業員数 ★            名     

12 選任運転者数 ★            名     

13 連絡先メールアドレス  

14 連絡先メールアドレス（予備）  

●申請資格要件 

1 事業開始年月日     年   月   日 

2 配置事業用自動車数 ★        両【うち被けん引車     両】 

3 過去の認定取消等の有無 無 ・ 有 【    年    月    日】 

●自動車事故報告書の提出 

1 自動車事故報告書の提出の有無  無 ・ 有 【     年    月    日提出】 

●貨物自動車運送事業者（本社） 

1 事業者名 ★ 

2 事業者の代表者氏名 ★ 

3 本申請に係る本社担当部署名 (                    ) 

4 本申請に係る本社担当の電話番号      －     －      

5 本社所在地 ★ 

※ ★印の項目は、行政データに登録されているデータが反映されます。 

※ 行政データより反映される項目において変更等がある場合や、ご不明な点がある場合に

は全国実施機関又は管轄の地方実施機関へお問合せください。 

※自動車事故報告書をＷｅｂ申請システムからアップロードする場合は、ＰＤＦファイルを

ご準備ください。  



5 
 

（２）自認書を作成するにあたり、以下の内容を入力する必要があります。 

① 安全性に対する取組の積極性 

申請案内Ｐ３３～に記載されている自認項目に係る情報を入力します。 

入 力 項 目 入 力 例 

１ 自認項目 
・取組まれている自認項目にチェック  

を入れる。 

２ 自認事項を証する書類等名 
・提出する自認事項を証する書類等名に 

チェック  を入れる。 

 

4. 「Ｗｅｂ申請システム」へのアクセス方法について 

専用ページのＵＲＬ（ https://gmark.jta.or.jp/gmark/ ）によりアクセスできます。 

 

 

5. 申請書登録の全体の流れについて 

（１）メールアドレスを登録後、「安全性評価申請書」を入力し、次に「安全性に対する取組状況に

ついての自認書」を入力し、最後に「登録・印刷」となります。 

 

① 「メールアドレス入力・認証」では、今後地方実施機関からのお知らせなどの連絡に使

用するメールアドレスを登録します。 

② 「安全性評価申請書」を入力して、次の画面へ進みます。 

③ 「安全性に対する取組状況についての自認書」を入力して、申請を行います。 

④ 申請書印刷において、ＰＤＦデータが表示されない場合、「設定確認・Ｑ＆Ａ」の入力マ

ニュアルに記載されている作業を行ってください。 

⑤ 自動保存機能はありませんので、途中で終了した場合は始めからやり直しとなります。 

なお「一時保存」ボタンを押下すると、現在の入力内容を保存することができます（申

請は完了しません）。  

安全性評価
申請書入力

安全性に対する
取組状況について
の自認書入力

登録完了・
申請書印刷

メールアドレス入力・
認証

https://gmark.jta.or.jp/gmark/
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6. Ｗｅｂ申請システム「メインメニュー」について 

（１）メインメニュー 

以下のメニューが表示されますので、「新規申請用 Ｇマーク申請書 登録」ボタンを押下して

ください。 

 

 

7. 新規申請書の作成について 

（１）新規申請の入力を行います。（「新規申請用Ｇマーク申請書登録」ボタン押下） 

  

 



7 
 

（２）申請する営業所を検索します。 

 
 

下記の３項目を入力し、「検索」ボタンを押下してください。 

項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

①事業者番号 
・事業者番号を入力してください。 

（12桁の先頭”09”の入力は不要です）。 

②事業者名 

・事業者の名称を入力してください。 

※部分検索が可能ですので、法人格（「株式会社」

等）を除く社名のみを入力してください。 

例）「全ト協運輸 株式会社」の場合、「全ト協運輸」 

③営業所所在地 
・申請する営業所の所在地を選択してください。 

※本社の所在地ではありませんのでご注意ください。 
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（３）下図のエラーメッセージが表示される場合の対応について 

※エラーメッセージが表示されない場合は、次のページへ進んでください。 

 
 

① 事業者番号に誤りがないか、ご確認ください。 

→ 事業者番号が数字 12桁となっているか確認してください。 

・12 桁の事業者番号には、下記のような仕組みがあります。 

   固定 運輸局 運輸支局 事業者番号 

A 09  1   11   0000001 

            ↓ 

運輸支局２桁のうち、頭１桁が運輸局の番号 

・９桁の番号しか把握できない場合、右詰めで記載し余った１桁に運輸局の番号を 

入力してください。 

 例）東京の事業者「461234567」という９桁の場合は、 

09 4 46 1234567 

     ↑ 

運輸支局の「46」の頭１桁「4」を追記 

 

② 下記の３点についてご確認ください。 

項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

・事業者名 

・法人格（「株式会社」等）を除く社名のみを入力し検

索を試してください。 

例）「全ト協運輸 株式会社」の場合、「全ト協運輸」 

・漢字の入力 

・漢字に誤りがないか確認してください。（運輸支局

等へ届出した漢字で入力する必要があります。） 

例）「 高 ⇔ 髙 」、「 辺 ⇔ 邊 ⇔ 邉 」、「 斎 ⇔ 

齋 」 

・入力された文字 

・入力された文字は全て全角となっているか確認して

ください。 

例）「アイ・ウエオ運輸 → ○ 」「 ｱｲ･ｳｴｵ運輸 → × 」 

「ＡＢＣ運輸 → ○ 」「 ABC 運輸 → × 」 

※ 上記の確認内容でエラーメッセージが解消されない場合には、全国実施機関又は管轄の

地方実施機関へお問合せください。  



9 
 

（４）申請する営業所を選択します。 

 

 

① 先の（２）③で選択した地域内の営業所一覧が表示されます。 

② 営業所一覧より、申請する営業所をチェックし、「選択する」ボタンを押下してください。 

③ 「新規申請用 メールアドレス 入力」画面が表示されます。 

※今年度申請でメールアドレスの登録が既に済んでいる場合は「新規申請用 安全性評価

申請書 入力」画面が表示されます。（７）へ進んでください。  

いずれかを選択します 
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（５）メールアドレスを登録します。 

 

① メールアドレスを入力し、「メールアドレスの登録を開始する」ボタンを押下してくださ

い。 

② Ｗｅｂ申請システムより「メールアドレス認証メール」が送信され、「新規申請用 メー

ルアドレス 認証」画面が表示されます。（６）へ進みます。 

※ドメイン名が「jta.or.jp」のメールアドレスが受信拒否設定に含まれていないか、 

ご確認ください。 

 

なお、メールアドレスを登録せず申請を行うこともできます。 

その場合は、画面の【注意事項】を一読いただき、「上記注意事項を確認し、了承します。」

にチェックを付けたうえで「メールアドレスを登録しない」ボタンを押下してください。 

（７）へ進みます。 
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（６）メールアドレスを認証します。 

 

 

① （５）で入力したメールアドレス宛に「メールアドレス認証メール」が届きます。 

記載されている認証番号を確認してください。 

② 「新規申請用 メールアドレス 認証」画面の認証番号へ、メール記載の認証番号を入力

して、「次へ」ボタンを押下します。 

③ 認証が成功すると、「新規申請用 安全性評価申請書 入力」画面が表示されます。 

 

※「メールアドレス認証メール」が届いてから 1時間以内に入力を行ってください。 

※「認証番号を再送する」ボタンをクリックすると再度「メールアドレス認証メール」

が送信されます。再送後は前のメールで届いた認証番号は使用できなくなります。 
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（７）「新規申請用 安全性評価申請書 入力」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 入力説明 〈１〉「事業者名」「事業所（営業所）名」 

 

項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

①事業者名 ・行政で登録されているデータが自動表示されます。 

※表示内容に誤りがある場合、下記の(1)ならびに(2)の

両対応をお願いします。 

(1)「訂正あり」にチェックを付けます。 

(2)「訂正内容」欄に訂正したい内容を入力します。 

・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

②事業者名フリガナ 

③事業所(営業所)名 

④事業所(営業所)フリガナ 

  

① 

② 

③ 

④ 

 

※Ｐ４で記録した内容を基に、各項目に情報を入力します。 

※本システムで入力する文字は、指定のある場合を除き全て「全角」で入力してくだ

さい。 

例）あいう、アイウ、１２３、ＡＢＣ、「－」（ハイフン）、「 」（スペース） 等 

※本システムでは、ブラウザの「戻るボタン」を使用しないでください。 

※画面の移動は画面の中にあるボタンで行ってください。 

注 意 事 項 
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◆ 入力説明 〈２〉「事業所（営業所）の代表者 役職」「事業所（営業所）の代表者 氏名」 

 

項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

⑤事業所（営業所）の代表者 役職 ・事業所（営業所）の代表者 役職を入力してください。 

⑥事業所（営業所）の代表者 役職 

 フリガナ 
・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

⑦事業所（営業所）の代表者 氏名 ・事業所（営業所）の代表者 氏名を入力してください。 

⑧事業所（営業所）の代表者 氏名 

 フリガナ 
・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

 

◆ 入力説明 〈３〉「電話番号」「ＦＡＸ」「郵便番号」「申請提出先実施機関名」 

 
項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

⑨電話 
・確実に連絡が取れる番号を「半角数字」で入力してくだ

さい。 

⑩ＦＡＸ ・ＦＡＸ番号を「半角数字」で入力してください。 

⑪郵便番号 ・郵便番号を「半角数字」で入力してください。 

⑫申請提出先実施機関名 
・申請書を提出する実施機関名が表示されます。 

※修正はできません。 

⑬事業所(営業所)所在地 

・行政で登録されているデータが自動表示されます。 

※表示内容に誤りがある場合、下記の(1)ならびに(2)の

両対応をお願いします。 

(1)「訂正あり」にチェックを付けます。 

(2)「訂正内容」欄に訂正したい内容を入力します。 

⑭事業所(営業所)所在地フリガナ ・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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◆ 入力説明 〈４〉「連絡担当者」、「従業員数」、「運転者数」 

 

項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

⑮連絡先担当者の役職 ・連絡先担当者の役職を入力してください。 

⑯連絡先担当者の役職 フリガナ ・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

⑰連絡先担当者の氏名 ・連絡先担当者の氏名を入力してください。 

⑱連絡先担当者の氏名 フリガナ ・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

⑲全従業員数(人) 
・申請事業所(営業所)における全従業員数を「半角数字」

で入力してください。 

⑳選任運転者数(人) 

・申請事業所(営業所)において、運転者として選任してい

る人数を「半角数字」で入力してください。 

※運転者台帳を作成し、事業用貨物自動車を運転する者

は全て選任運転者に数えます（繁忙期などにしか運転

しない者も含みます）。 

 

◆ 入力説明 〈５〉「連絡先メールアドレス」 

 

項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

㉑連絡先メールアドレス 
・（５）で登録したメールアドレスが表示されます。 

※修正はできません。 

㉒連絡先メールアドレス(予備) 

・予備として登録したいメールアドレスを「半角英数字記

号」で入力してください。 

※（５）でメールアドレスを登録しなかった場合は入力で

きません。 

  

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

㉑ 

㉒ 

⑳ 
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◆ 入力説明 〈６〉「申請資格要件」 

  

項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

㉓事業開始後３年経過について 
・申請事業所（営業所）の事業開始年月日を入力してくだ

さい。 

㉔配置車両数５両以上について 

・行政で登録されているデータが自動表示されます。 

※表示内容に誤りがある場合、下記の(1)ならびに(2)の

両対応をお願いします。 

(1)「訂正あり」にチェックを付けます。 

(2)「訂正内容」欄に訂正したい内容を入力します。 

㉕申請欠格期間の経過について 

・「過去の認定取消等の有無」について入力してください。 

※安全性優良事業所認定の有効期間内において、再評価

で「認定の取消し」を受けたことがある場合のみ入力が

必要となります。 

※以下の場合は該当しませんのでご注意ください。 

 (1)Ｇマーク申請において不認定となったことがある。 

(2)以前、安全性優良事業所として認定されていたが 

更新をせず、有効期間が満了したことがある。 

(3)安全性優良事業所認定を自主返納したことがある。 

  

㉓ 

㉔ 

㉕ 
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◆ 入力説明 〈７〉「自動車事故報告書の提出」 

 

 項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

㉖自動車事故報告書の提出 

・2021年 12月 1日 ～ 2024 年 11 月 30 日までの３年間

において、運輸支局に自動車事故報告書を提出してい

る場合、「有」を選択して提出日を入力してください。 

・「有」を選択した場合、自動車事故報告書のアップロー

ドが必須となります。次ページの手順でアップロード

をお願いします。 

・自動車事故報告書のアップロードができない場合は、 

「添付(アップロード)ができない場合は、チェックし

てください」へチェックを入れてください。 

7 月 1 日以降に地方実施機関に FAX または郵送が必要

となります。 

 

 

㉖ 
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自動車事故報告書のアップロード手順 

※ＰＤＦファイルをアップロードしてください。 

※ファイルの上限は２０ＭＢです。 

※ファイルは１０件までアップロードすることができます。 

 

①「取込」ボタンを押下します。 

 

 

②アップロードしたいＰＤＦファイルを選択して「開く」を押下します。 

 

 

③ファイルがアップロードされます。 

アップロードされたファイルに対してウイルスチェックが行われます。 

ウイルスチェックが完了すると、ファイル名がリンクとなり、アップロードした自動

車事故報告書をダウンロードすることができます。 

 

 

④ファイルを削除する場合は「×」を押下します。 

確認ダイアログボックスで「はい」を選択すると、アップロードしたファイルが削除さ

れます。 
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◆ 入力説明 〈８〉貨物自動車運送事業者（本社）に係る情報 

 

項 目 名 入 力 内 容 ・ 備 考 

㉗事業者名 ・行政で登録されているデータが自動表示されます。 

㉘事業者名 フリガナ 
・行政で登録されているデータが自動表示されます。 

・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

㉙事業者の代表者 氏名 ・行政で登録されているデータが自動表示されます。 

㉚事業者の代表者 氏名 フリガナ ・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

㉛本申請に係る本社担当部署名 
・本申請に係る本社担当部署名を入力してください。 

※担当部署がない場合は、「担当者名」を入力してください。 

㉜本申請に係る本社担当の電話番号 ・確実に連絡が取れる番号を入力してください。 

㉝本社所在地 ・行政で登録されているデータが自動表示されます。 

㉞本社所在地フリガナ ・フリガナは「全角カタカナ」で入力してください。 

㉟貨物自動車運送事業の種類 
・行政で登録されているデータが自動表示されます。 

※修正は行えません。 

 

全ての項目の入力が終わったら、次の手順で一時保存を行うか、または次の画面へ進みま

す。 

  

㉗ 

㉘ 

㉙ 

㉚ 

㉛ 

㉜ 

㉝ 

㉞ 

㉟ 
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◆ 一時保存を行う 

「一時保存」ボタンを押下すると、現在入力している内容を保存することができます。 

一時保存後「メインメニューに戻る」ボタンを押下して申請を中断しても、データがサー

バーに保存されているため、Ｐ６の手順で再び画面を開くと一時保存した内容が表示され

ます。 

※一時保存を行っても申請は完了していません。 

 

一時保存が完了すると、申請書印刷ダイアログボックスが表示されます。 

「はい」ボタンを押下すると、現時点の内容の申請書を出力することができます。 

※この時点で出力される申請書は【一時保存用】です。申請にはお使いいただけません。 

  

 

◆ 次の画面へ進む 

「次へ」ボタンを押下すると、「安全性に対する取組状況についての自認書」の入力に進み

ます。 

Ｐ２０へ進みます。 

※一時保存、申請を行わずに「メインメニューに戻る」ボタンを押下すると、入力した内

容は破棄され、メニューに戻ります。 

 

  

※「一時保存」ボタン、「次へ」ボタンを押下時、「未入力項目」や「入力不備」があ

る場合には、メッセージダイアログボックスが表示され、該当項目にエラーメッ

セージが表示されます。 

「OK」を押下してエラー内容を確認し、正しく入力しなおしてください。 
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8. 「安全性に対する取組状況についての自認書」の作成について 

（１）「安全性に対する取組状況についての自認書」の入力画面が表示されます。 

 

 

◆ 入力説明 〈１〉自認項目の選択 

自認項目には 4つのグループがあります。 

各グループの「選択項目数」の範囲で、取り組まれている「自認項目」にチェックを入れ

てください。 

 

  

グループ 

選択項目数 

チェックを入れる 
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◆ 入力説明 〈２〉各項目の自認事項を証する書類等名の選択 

各自認項目の提出する「自認事項を証する書類等名」にチェックを入れてください。 

※追加資料がある場合は「追加資料がある場合は、この枠を使用してください」の項目に

チェックを入れて、テキストボックスへ追加資料の書類名を入力してください。 

※人数を入力するテキストボックスがある項目については、チェックを入れると必須入力

となります。半角数字を入力してください。 

 

 

全ての項目の入力が終わったら、次の手順で一時保存を行うか、または申請を行います。 

 

◆ 一時保存を行う 

「一時保存」ボタンを押下すると、現在入力している内容を保存することができます。 

その後「メインメニューに戻る」ボタンを押下して申請を中断しても、データがサーバー

に保存されているため、Ｐ６の手順で再び画面を開くと一時保存した内容が表示されま

す。 

※一時保存を行っても申請は完了していません。 

 

一時保存が完了すると、申請書印刷ダイアログボックスが表示されます。 

「はい」ボタンを押下すると、現時点の内容の自認書を出力することができます。 

※この時点で出力される自認書は【一時保存用】です。申請には使えません。  

チェックを入れる 

書類名を入力 

人数を入力 
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◆ 申請を行う 

申請を完了する場合は「申請」ボタンを押下して下さい。 

※申請は申請期間のみ可能です。 

※「前へ」ボタンを押下すると前画面に戻ります。 

※一時保存、申請を行わずに「メインメニューに戻る」ボタンを押下すると、入力した内容

は破棄され、メニューに戻ります。 

 

 

申請が完了すると、申請登録確認画面が表示されます。 

また、（５）でメールアドレスを登録した場合は、申請完了後、登録したメールアドレス宛に

「申請登録完了メール」が送信されますのでご確認ください。 

 

 

  

※「一時保存」ボタン、「申請」ボタンを押下時、「未入力項目」や「入力不備」があ

る場合には、メッセージダイアログボックスが表示され、該当項目にエラーメッ

セージが表示されます。 

「OK」を押下してエラー内容を確認し、正しく入力しなおしてください。 
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9. 「安全性評価申請書等の印刷」について 

（１）申請書を印刷する場合は「印刷」ボタンを押下してください。 

 
 

（２）印刷確認のメッセージが表示されますので、「はい」を押下してください。 
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（３）Ｅｄｇｅの場合は、保存先フォルダを表示して、印刷してください 

Ｅｄｇｅの場合、画面右上にある下矢印「↓」ボタン(ダウンロードボタン)クリックから、 

保存先フォルダを表示できます。 

 

 

（４）安全性評価申請書等がＰＤＦで表示されますので印刷してください。 

※ 印刷される部数につきましては、Ｐ３の『２．「Ｗｅｂ申請システム」から出力される 

申請書類の枚数について』をご確認ください。 

 
 

上部中央に「提出用」が印字された申請書・自認書が３部ずつ出力されます。 

各書類の右下には控え種類が印字されます。 

「① 申請書 控」はお手元に残し、「②地方実施機関 控」「③全国実施機関 控」については、Ｐ

２５に従って提出してください。 

  

控え種類 



25 
 

10. 登録内容の修正について 

 

（１）一度登録した内容を修正する場合には、Ｐ６の申請書作成から同一の手順で進めてください。 

 

（２）登録された情報はサーバーに保存されておりますので、訂正箇所のみの修正で済みます。 

 

（３）訂正箇所の修正後、最後の「申請」ボタンを押下しなければ反映されませんのでご注意くだ

さい。 

 ※申請後は一時保存の機能は使用できません。 

 

11. 安全性評価申請書の提出について 

 

（１）安全性評価申請書の印刷ができましたら、管轄の都道府県地方実施機関へ提出してください。 

申請書類の提出は、原則、地方実施機関受付窓口へ提出となります。 

受付期間は、７月 1 日（月）～７月１２日（金）（土・日を除く）。 

郵送を希望する場合には、７月１２日（金）までに地方実施機関必着。 

 

 


